
宇 部 市 新 総 合 計 画 策 定 方 針  

１  宇 部 市 新 総 合 計 画 策 定 の 趣 旨  

現 在 、 本 市 で は 、『 第 三 次 宇 部 市 総 合 計 画 』（ 以 下 「 現 計 画 」 と

い う 。）の も と 、求 め る 都 市 像 で あ る『 活 力 と や す ら ぎ に 満 ち た 国

際 交 流 都 市 』 実 現 に 向 け 、 重 点 戦 略 プ ロ ジ ェ ク ト を 柱 と し た 諸 施

策 を 総 合 的 に 展 開 し て い る と こ ろ で あ る が 、 現 計 画 は 、 平 成 ２ ２

年 に 目 標 年 次 を 迎 え る こ と と な る 。  
近 年 の 本 市 を 取 り 巻 く 情 勢 は 、 現 計 画 を 策 定 し た 平 成 １ ２ 年 に

「 地 方 分 権 一 括 法 」 が 施 行 さ れ て 以 降 、 地 方 分 権 に 向 け た 流 れ は

本 格 化 し 、 従 来 に も 増 し て 自 治 体 の 自 立 と 責 任 が 強 く 求 め ら れ て

い る が 、 そ の 一 方 で 、 そ れ を 支 え る 市 の 財 政 状 況 は 、 少 子 高 齢 化

の 進 行 、 三 位 一 体 改 革 等 の 影 響 を 受 け 、 厳 し さ を 極 め て い る 。  
さ ら に 、 今 後 更 に 進 む と 予 想 さ れ る 総 人 口 減 少 に よ り 、 本 市 人

口 の 更 な る 減 少 、 地 域 活 力 の 減 退 が 危 ぶ ま れ て い る 中 に お い て 、

本 市 が 持 続 的 発 展 を 遂 げ る た め に は 、 行 財 政 基 盤 の 充 実 に 努 め る

と と も に 、 地 域 活 性 化 に つ な が る 施 策 や 個 性 あ ふ れ る ま ち づ く り

を 併 せ て 推 進 す る こ と が 急 務 と な っ て い る 。  
こ の た め 、「 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 上 げ る 」と い う 地 方 自 治

の 原 則 に 立 ち 返 り 、 よ り 経 営 的 な 感 覚 ・ 手 法 を 取 り 入 れ 、 そ の 原

則 を 追 求 す る と と も に 、 平 成 １ ６ 年 ３ 月 に 策 定 し た 「 新 市 建 設 計

画 」 も 踏 ま え な が ら 、 現 計 画 に 替 わ る 新 た な 市 政 運 営 の 指 針 と な

る 総 合 計 画（ 以 下「 新 総 合 計 画 」と い う 。）を 策 定 す る も の で あ る 。  
 

２  新 総 合 計 画 の 性 格 と 役 割   
( 1 )  新 総 合 計 画 は 、 本 市 が 求 め る 都 市 像 と ま ち づ く り の 方 針 及 び

基 本 的 施 策 を 明 ら か に し 、 本 市 の 進 む べ き 方 向 を 明 確 に 示 す 指

針 と な る も の で あ る 。  

( 2 )  新 総 合 計 画 は 、 市 財 政 の 長 期 展 望 を 踏 ま え な が ら 、 ま ち づ く

り を 計 画 的 、 効 率 的 に 推 進 す る 基 本 と な る も の で あ る 。  

( 3 )  新 総 合 計 画 は 、 自 立 的 、 経 営 的 な 市 政 運 営 の 基 礎 と な る も の

で あ る 。  

 
３  新 総 合 計 画 の 区 域  

新 総 合 計 画 の 区 域 は 、 宇 部 市 の 行 政 区 域 と す る 。 た だ し 、 必 要

に 応 じ て 周 辺 市 町 等 と の 関 連 性 に つ い て も 配 慮 す る も の と す る 。  
 
４  新 総 合 計 画 の 構 成 ・ 内 容  

新 総 合 計 画 は 、基 本 構 想 及 び 実 行 計 画 に よ り 構 成 す る も の と す る 。 



( 1 )  基 本 構 想  

基 本 構 想 は 、 本 市 の 求 め る 都 市 像 と 目 指 す べ き 「 ま ち づ く り

の 目 標 」 を 示 し 、 こ れ を 達 成 す る た め の 施 策 体 系 を 明 ら か に す

る も の で あ る 。  
ま た 、 中 ・ 長 期 的 な 視 点 に 立 ち 、 自 立 的 ・ 経 営 的 な 市 政 運 営

の 指 針 及 び 実 行 計 画 策 定 の 基 準 を 示 す も の で あ る 。  

( 2 )  実 行 計 画  

実 行 計 画 は 、 従 前 の 基 本 計 画 に 代 わ る も の と し て 、 基 本 構 想

に 示 さ れ る 「 ま ち づ く り の 目 標 」 に 向 け た 主 要 施 策 と 数 値 目 標

を 明 ら か に し 、 そ の 進 行 管 理 の 方 策 を 定 め る も の で あ る 。  
 
５  新 総 合 計 画 の 目 標 年 次  

新 総 合 計 画 の 計 画 期 間 は １ ２ 年 間 と し 、 目 標 年 次 は 平 成 ３ ３ 年

（ 2 0 2 1 年 ） と す る 。  

 
６  新 総 合 計 画 の 策 定 の 体 制  

( 1 )  審 議 会 の 設 置  
新 総 合 計 画 の 策 定 に 当 た っ て は 、市 条 例 に 基 づ き 、諮 問 機 関 と し

て 宇 部 市 総 合 計 画 審 議 会（ 以 下「 審 議 会 」と い う 。）を 設 置 す る 。  
( 2 )  策 定 本 部 の 設 置  

新 総 合 計 画 の 策 定 の た め の 全 庁 的 組 織 と し て 、要 綱 に 基 づ き 、

宇 部 市 新 総 合 計 画 策 定 本 部（ 以 下「 策 定 本 部 」と い う 。）を 設 置

す る 。  
 
７  新 総 合 計 画 策 定 の 基 本 的 な 方 法  

( 1 )  新 総 合 計 画 の 策 定 に 当 た っ て は 、 市 長 は 、 新 総 合 計 画 に 対 す

る 考 え 方 に つ い て 審 議 会 に 諮 問 し 、 審 議 会 か ら の 答 申 を 尊 重 し

な が ら 、 計 画 内 容 の 充 実 を 図 る 。  

( 2 )  新 総 合 計 画 の 策 定 に 当 た っ て は 、 策 定 本 部 を 中 心 と し て 、 庁

内 各 部 局 は 創 意 を 結 集 し 、 計 画 策 定 に 参 画 す る も の と す る 。  

( 3 )  新 総 合 計 画 の 策 定 過 程 に で き る 限 り 多 く の 市 民 参 画 の 機 会 を

設 け る と と も に 、ま ち づ く り に 対 す る 市 民 意 向 を 調 査・分 析 す る 。 

( 4 )  本 市 の 現 況 調 査 、 周 辺 市 町 等 と の 関 連 性 、 人 口 、 経 済 の 指 標

等 の 検 討 に 当 た っ て は 、 専 門 機 関 に 委 託 し 、 信 頼 性 の あ る 根 拠

を 求 め る 。  

( 5 )  新 総 合 計 画 の 基 本 構 想 は 、 地 方 自 治 法 第 ２ 条 第 ４ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 市 議 会 に 提 案 し 、 議 決 を 得 た 上 で 定 め る も の と す る 。  

( 6 )  新 総 合 計 画 の 実 行 計 画 は 、 市 長 の 決 定 を も っ て 定 め る も の と

す る 。  


